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第 1 回 倉 渕 地 域 審 議 会 

 総合計画前期実施計画事業に係る質疑  

事 業 名 No. 質   疑 回   答 
耐震補強事業 １ 地域住民、ＰＴＡ等の同意を得て三小学校が統合と決定し、耐震の

事業も進められている。ただ、倉渕中央小学校のプールも４０数年経
過し、漏水など色々問題があり、統合後に市で相談して対応したいと
言う話なので、早急にお願いしたい。また、国道面のフェンスは非常
に低く、裏門は門扉も無く、夜間には堂々と入れる。防犯上も、安全
上も問題があるので、併せて整備をして欲しい。それらに十分配慮し、
統合校の整備に万全を期して欲しい。 

小学校の統合の関係は、今の倉渕中央小の建物、敷地を利用するこ
とになっている。今回この総合計画のところでは説明はなかったが、
統合にあたり、教育上考慮すべき課題、例えば校舎の修繕や増築とか
プールなどの必要な整備は、別途の事業で行なう予定になっている。
今ご指摘のフェンス廻り等も検討に加え、よく検討をし、整備してい
きたい。 

１ 地元説明会を開催と記載があるが、説明会では地権者が全員同意し
たと受け止めてよいか。 

説明会は、関係区長・地権者・地域住民が出席し、全員の出席では
なかったが、会議当日においては、反対者はいなかった。 

２ これは事業が違うが、倉渕中学校は裏の道路を挟んだ土地を駐車場
として利用している。交通量が少ないから心配ないと思うが、出来れ
ば道路を河川の方へ寄せて、駐車場は、中学校の敷地内で利用するの
が、一番望ましい。予算上の措置があると思うが、これは烏川橋の架
替え工事にも関係があり、道路の見通しも良くなり交通安全上も、防
犯面・安全面でよくなる。是非そのことも十分配慮し、烏川橋の架け
替えについても執行部で特段のご配慮を願いたい。 

烏川橋については、説明会等も経ていると認識をしている。倉渕中
学校北側の道路の問題については、この橋の事業とは直接関係してい
ないが、そちらの方も、今後、もう一度検討していきたい。 
 

烏川橋本線の橋台は、国道の一部になっている。工事では切廻しの
道路が必要になり、交通に支障が出ることから、若干下流側に動かし
たと思う。事業を担当する土木課に確認して、報告したい。 

橋りょう再整備事業 
 
 

３  烏川橋の計画概要図では、今ある橋より高崎側の方へ下って、斜め
に橋がかかる計画になっている。なぜ直角に入っている道を斜めにも
ってきたのか。 

斜めになっているのは仮設の橋で、工事の期間中だけで、本体が出
来れば取り外します。それでも、架設の橋が、なぜこういう格好にな
ったのかは、確認をさせていただきたい。 
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倉渕地域ふるさと住宅等整
備事業 

１ 
 

昨年６棟完成して、相当数の入居申込みがあったと聞いている。ま
た６棟追加工事をしているが、当初、村の議会では２０棟位造ろうと
いう目安でこのふるさと住宅の建設の予定をしていた。今年度、６棟
以上の申込みがあれば、さらに来年度も住宅を増築するのか。 

ふるさと住宅は、２０年度の事業で８，７７３㎡を用地取得し、２
か年で１２棟の建設する部分は、そのうちの５，０００㎡程度で済ん
でいる。倉渕地域の定住人口の確保という目的の事業だが、新築した
が空き家ですというわけにはいかない。去年は６棟に対して１０世帯
の応募があったが、今年の応募状況や入居の状況を見て、次の事業化
を検討したい。 

１ 小栗の里整備事業の場所は、以前も、この支所周辺で公民館や多目
的集会所辺りを利用したいというような話を聞いたが、まだ、拠点と
なる施設ははっきりとは決まっていないのか、もう決まっていて、道
の駅の事業の業務委託をしているのか。はっきり拠点は決まったの
か。 

候補地は何箇所かあったが、最終的にこの支所中心で決まった。今
回の詳細検討業務は、この支所も含めて、公民館、多目的集会所の敷
地をどういうふうに転用するかという部分も出てくる。公民館機能も
施設の中には取り入れていかなければならず、それをこの施設の敷地
の中で対応して行く。この庁舎自体も、当然その中で使用するが、庁
舎も合併後、空きスペースが出ているので、それを今後どう活用して
いくかというのも、これから今年度の詳細検討業務委託の中で考えて
行く。基本的にはこの場所でという方向で決定している。 

小栗の里整備事業 

２ 外部組織の市民参加型会議の説明があり、計画に反映させるとの説
明だが、建設懇話会の組織は大変大事な会議になるかと思う。学識経
験者はもちろん、関係機関、関係団体の代表者の人数がどれくらいで、
どの範囲の関係機関、関係団体等が会議の構成になるのか。 

小栗の里の拠点施設の建設懇話会は、今、最終的につめているが、
大体２０名前後かと検討している。この、学識経験者、関係機関、関
係団体は基本的には、この地域に関係をする方が人数的には多くなる
ものと思う。 

 報告事項に係る質疑  

報 告 案 件 No. 質   疑 回   答 
１ この光通信を使えるようにするためには、今、インターネットを使

っているプロバイダーを使うことも出来るのか、それとも、契約をす
る時に、指定のプロバイダーがあるのか。もう一つ、光ファイバーが
通れば、テレビ映像も一緒に使えるようになるのか。 

プロバイダーは、現在のままで可能である。光通信でテレビが観え
るのは、今のところ、さいたま市くらいまでで、光ファイバーが入っ
たからといって、すぐそれによってテレビを観ることは出来ない。 

２ テレビの場合も、エリアがこちらの方まで来れば使えるようになる
のか。 

ここまでそのエリアが来て、使える状況になれば、それは可能とい
うことだが、現時点ではまだ見込みは無い状態である。 

倉渕地域情報通信基盤構築
事業 

３ それが来るのはいつ頃という目安はあるのか。 目安はない。倉渕地域は、この光の基盤整備がないということで、
全市一体となって何かする場合には出来るように、まず基盤整備をし
ていく点で、何とか目鼻がついたという段階である。 
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 その他の質疑 

内 容 区 分 No. 質   疑 回   答 
学校のトイレ整備について １ 小学校へ行くと、特に倉渕中央小学校のトイレがとても臭いがして

不快である。子ども達がよく我慢して使ってくれていると、いつも感
じるが、単なる改修で終わらないで、長く使うことだろうから、臭い
が無いようにして欲しい。 
また、明るさも少し暗い感じがする。それと、便器は家庭でもほと
んど洋式の便器になっており、学校は和式がほとんどで、洋式は一つ
くらいしかなく、洋式に変えていただけたらよいのかなと思う。細か
いことだがよろしくお願いをしたい。家庭でもそうだが、風呂やトイ
レは、ホッと気持ちが落ち着く場所であるので、そういうことも考え
て、検討していただけたらよい。 

小学校統合の関係は、細かい事も、ＰＴＡの要望等にも出ている。
特にトイレの臭いについては、普通は臭いが返ってこない施設になっ
ているが、倉渕中央小学校のトイレは直接臭いをストップする施設が
ついていない。それも今回の整備に応じて、一つ一つでなくてタンク
全体の所に付けたらどうかという検討もされている。また、洋式トイ
レについても、やはり要望が多くあるので、一部、洋式化したいと考
えている。また、今の校舎とは別に、特別教室あるいは多目的ペース
とした施設を増築する計画がされている。そのトイレはもちろん洋式
で整備をしたいと考えている。それと同様に、電気の明るさ、照明も
含めて検討しているところである。細かい内容は、今、実質的にどん
なふうにしていくかを検討している。 
 

１ 春に、町内のこども園、小学校、中学校を訪問する機会があり、そ
れぞれの学校等を見せていただいて感じたが、それぞれの学校に、伝
統的な備品や大切な品々がたくさん見られた。統合になったらそうい
うものを何処へどうするのかなと気になった。例えば統合になって、
倉渕東小学校が空くのなら、そこに集めて、ただ集めて置くのでなく
て、町内の人もこんなに伝統的なものがあるのだなと感じて、見てい
ただけるような施設にしていただけたら活かせるかなと感じた。 

伝統的な備品・品物については、使わなくなる倉渕川浦小学校、ま
たは倉渕東小学校に貯蔵するか、あるいは、先ほど説明を行った倉渕
中央小の増築工事の場所の一部に三校の記念となるような物を置け
る場所が確保できるか、これも検討の一つとして、現在、話が出てい
るところである。 

備品・民俗資料等の管理につ
いて 

２ 昭和５０年位の話だが、村の農機具など大事なものを、村民から寄
付していていただき、当時の教育委員会で、将来的には、資料館を造
りたいので、しまっておこうということで、旧岩氷小学校の２階にた
くさんあった。農機具など２階に上げられない物は外にブルーシート
をかけておいたのを見たが、結局あそこは無くなって、今、それがど
うなったのかなと思うのだが、代が変わってしまうと、それが終わり
になってしまうのではなくて、やはりそういうものは大事にとって、
どこかで皆さんに見ていただけるような場所を確保いただけたらと
思う。 

民俗資料だが、民具が村民の方から寄付、あるいは貸与といった形
で当時の村へ寄贈されているが、当初は岩氷小学校の跡地で所蔵し、
その後取り壊しにより、このすぐそばのフレームを借りて貯蔵してい
た。そこも少し保管の状況が悪いということで、現在は、岩氷の工場
であった場所を借りて保管している。それと、高崎市に合併後、市の
歴史民俗資料館の専門の方に見ていただき、一部はそちらへ保管して
いる状況である。ただ、物も大分多くて、大きいものもあり、今のと
ころ、市全体で管理するというような状況にない。他の合併した町村
にもそうした民俗資料があり、それも含めて今後、教育委員会でどう
するかという検討がされていくと思う。 
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スクールバスについて １ 小学校の統合について、合併協議会の教育行政の中で、三つの小学
校が一つになる場合にはスクールバスを出していただきたいと、直接
市長にお願いしてある。コスト的には色々な方法があると思うが、ス
クールバスを出すとなると、小さいバスが最低３台ないとその用をな
さない。１台のバスで、ぐるぐる廻っていたのでは、始業時間に間に
合わないし、帰りの場合も、相当時間差がつくという問題もあるので、
少なくとも３台は必要だろうと思う。しかし、倉渕東小あるいは倉渕
川浦小は、相当の距離になるから、路線バスを利用する方法もあるし、
小学校の児童が、同じ時間帯で登校や下校できる環境を作っていただ
かないと困る。スクールバスでやることが、全てではないが、予算を
伴うため、なるべく経費を節減して、しかも、その目的が達成できれ
ば良い。統合の校舎発足時には遺漏のないような万全の策をお願いし
たい。 

統合にあたり、学校の整備も含め、通学に支障の無いよう万全の準
備をしていきたいと考える。スクールバスだけでなく、色々な方法を
今、検討しており、保護者の方とも相談をして、教育上支障のないよ
うに進めていきたい。 
 

 

 


